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途上国（低・中所得国）の公的債務残高は 2010 年代以降、拡大が顕著となっている

（第 1 図）。財政・国際収支面の脆弱性といった途上国が抱える構造問題に加えて、近

年は、①新型コロナウイルス感染拡大、②ロシアによるウクライナ侵攻の影響による食

糧・エネルギー価格高騰、③欧米の金利上昇の影響：利払い費の増加、自国通貨安によ

る外貨建て対外債務の増加、資本流入の減少、④気候変動による大規模な自然災害等の

外的要因が重なったことが、債務の積み上がりに拍車をかけている。 

今日の債務問題の特徴は、貸し手の構成が大きく変化していることである。従来の主

な貸し手はパリクラブ1だったが、中国、インド、サウジアラビア等の非パリクラブの存

在が大きくなっている（第 2図）。また、2008 年のグローバル金融危機以降の世界的な

低金利環境の中で、途上国の外貨建て国債発行による資金調達が増加し、債券保有者や

商業銀行といった民間債権者も急速に拡大している。 

 

第 1図：途上国の公的債務残高の構成 第 2図：パリクラブと非パリクラブ国の 

途上国向け公的債権残高 

  

 
1 債務返済困難に直面した債務国に対し、二国間公的債務の債務救済措置を取り決める非公式な債権国会

合。先進国を中心に 22 ヵ国で構成。 
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このように貸し手が多様化している中で、債務再編の際にどのように協調していくか

が大きな課題となっている。多数の民間債権者との協調や、最大の二国間融資国として

プレゼンスが増した中国を巻き込むことは容易ではない。 

この問題を考える際に、中国側の姿勢や抱えている問題を認識しておく必要があろう。

米国ジョンズ・ホプキンス大学中国アフリカ調査イニシアティブ（SAIS-CARI）の報告

書2では、中国が多国間協議に参加する際の課題として、西側諸国が主導するプロセス

を信頼することに対して非常に慎重であることや、パリクラブや IMF の制度運用を理

解している政府高官が少なく、ソブリン債務救済の実践に慣れていないことを指摘して

いる。中所得国としての中国にとって、先進国を中心としたパリクラブの規範を受け入

れるのは相応にハードルが高いと思われる。同報告書では、中国人民銀行は 2022 年、

債務再編メカニズムの変遷や IMF とパリクラブの役割、中国の債務をめぐる議論等に

ついて解説本を執筆したとしている。大きな動きではないものの、パリクラブと IMF の

ルールや実践等について中国が理解を深める対応をしていると捉えられよう。 

昨年 11 月には日本が主導して、債務危機に陥ったスリランカの政府と債権国との債

務再編について基本合意に達したが、別途、中国はスリランカと基本合意し、協調は容

易ではないことが示された。借り手である途上国の債務状況を注視するのは勿論のこと、

貸し手の協調体制を如何に構築していくかということが重要であり、その中で果たす日

本の役割が期待される。 

 

以 上 
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